
17 新型コロナウイルス感染症対策について
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判断した場合は、大会を中止とする。

種目ごとに国や県等の協会が定めたガイドラインに従い、対策を徹底すること。

神奈川県内に緊急事態宣言が発令された場合、足柄上郡５町のいずれかがまん延防止等重点措置の措置区域

となった場合、足柄上郡５町、または近隣市町村において感染者の増が見られる場合、主催者が開催困難だと
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